
若者の出会いの場創出事業業務委託に係る企画提案競技実施要領 

 

この実施要領は、由利本荘市（以下「市」という。）が実施する若者の出会いの場創出事業業務委託（以

下「本業務委託」という。）に係る契約候補者を選定する企画提案競技に関し、必要な事項を定める。 

 

１ 業務内容 

（１）委託の名称   若者の出会いの場創出事業業務委託 

（２）業務の仕様等  若者の出会いの場創出事業業務委託仕様書（資料２）のとおり 

 

２ 事業期間 

契約締結の日から令和９年３月１５日まで 

 

３ 委託額の上限 

８５３，０５０円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ スケジュール 

（１）企画提案競技実施の公告      令和８年５月２０日（水） 

（２）実施要領等に関する質問受付    令和８年５月２７日（水）午後５時まで（必着） 

（３）上記質問に対する回答の掲示    令和８年５月２９日（金） 

（４）参加表明書の提出期限       令和８年６月３日（水）午後５時まで（必着） 

（５）企画提案書等の提出期限      令和８年６月１２日（金）午後５時まで（必着） 

（６）審査による契約者の選定      令和８年６月１５日（月）（予定） 

（７）契約締結             令和８年６月下旬 

 

５ 参加資格に関する事項 

本企画提案競技に応募できる者に必要な資格は次のとおりとする。 

（１）参加表明書の提出時点で、令和７・８年度由利本荘市入札参加資格有資格者名簿に搭載されてい

る者であること。 

※令和７・８年度入札参加資格審査申請の通常受付は既に終了しているため、申請が未了の場合

は、この企画提案競技への参加表明書を添えて、入札参加資格の審査申請に必要な所定の書類

を令和８年６月３日（水）午後５時までに由利本荘市総務部契約検査課へ提出し、受理されて

いること。ただし、この場合における入札参加資格は本委託業務に限るものとする。 

（２）秋田県内に本社、支社、営業所又はこれらに類する事業拠点を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平成

１１年法律第２２５号）に基づき民事再生手続開始の申立てがなされている者（手続き開始の決

定を受けた者を除く。）でないこと。 

（５）参加資格確認申請書類の提出の日から契約候補者を選定するまでの間に、市からの受注業務に関
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し、指名停止等の措置を受けていないこと。 

（６）宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体、由利本荘市暴力団排除条例（平成２３年条例第

５３号）第２条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。 

（７）市及び契約先となる事業所等の所在地における市町村民税及び社会保険料に滞納がない者である

こと。 

（８）本委託業務を的確に遂行できる能力を有する者であること。 

 

６ 質問の受付及び回答 

実施要領等に関する質問は、様式１「質問票」により受け付ける。 

（１）提出書類 実施要領等に関する質問票（様式１） 

（２）提出期限 令和８年５月２７日（水）午後５時までとする。 

（３）提出方法 電子メールにより提出すること。 

（４）回答方法 市公式Ｗｅｂサイトに質問及び回答事項を令和８年５月２９日（金）に掲載する。 

 

７ 参加表明書の提出について 

（１）提出書類 

・企画提案競技参加表明書（様式２） 

・会社概要（様式３） 

（２）提出期限 

令和８年６月３日（水）午後５時まで（必着） 

※郵送の場合は、書留等の配達記録が残る方法により送付すること。また、到着の有無について提

出先へ確認すること。 

 

８ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類 

①企画提案書提出届（様式４）及び企画提案書（参考２：任意様式） 

・企画提案書は、若者の出会いの場創出事業業務委託仕様書（資料２）を熟読の上、作成すること。 

・企画提案書のサイズは、原則としてＡ４判とすること。 

・企画提案書には、提案者を特定することができる社名等（社章、ロゴマークを含む）を記載しては

ならない。 

・企画提案は１案のみとすること（複数の提案は不可）。 

・提出部数は、正本１部、副本６部とすること。 

・企画提案書には次の事項を記載すること。 

ア 若者の出会いの場創出事業の実施に関する基本方針や企画内容等 

イ 実施体制 

ウ 実施スケジュール 

②見積書 

・企画提案書には企画提案の内容を実現するために、明らかにした詳細な見積書（各経費の積算根拠



等）を添付すること。 

（２）提出期限 

令和８年６月１２日（金）午後５時までとする。 

なお、提出後の訂正及び変更は認めない。 

（３）提出方法 

持参又は郵送により提出すること。 

※郵送の場合は、書留等の配達記録が残る方法により送付すること。また、到着の有無について提

出先へ確認すること。 

（４）提出に係る留意事項 

次の点に留意すること。 

・提出期限までに提出しない者は、企画提案競技を辞退したものとみなす。 

・提出された企画提案書等は、原則返却しない。 

・参加者が企画提案競技に要した経費は、全て参加者の負担とする。 

 

９ 契約候補者の選定方法等 

（１）選定方法 

契約候補者の選定は、「若者の出会いの場創出事業業務委託審査委員会」が若者の出会いの場創出

事業業務委託企画提案競技審査基準（資料３）に基づき書面審査により行う。 

なお、企画提案の実施に要する費用の総額が委託上限額を上回った場合には、審査の対象とはなら

ない。 

（２）審査委員会の開催 

審査委員会は、企画能力や業務実施能力などを総合的に審査し、最も評価が高かった参加者を契約

候補者に決定する。 

 

１０ 契約に関する事項 

（１）契約書作成の要否 

    要 

（２）契約に係る仕様等 

委託契約にあたっては、選定された企画提案内容を直ちに契約内容とするものではなく、契約候

補者と提案内容に沿って契約についての協議・調整を行った上で、市と契約候補者の双方が合意に

至った場合に締結する。その際、協議等の結果に基づき、企画提案内容の追加、変更又は削除をす

る場合がある。 

また、締結する契約書に添付する仕様書についても、市と契約候補者との協議等の結果に基づき、

委託業務の内容が追加又は変更等される場合がある。 

（３）選定の取消し等 

契約候補者が正当な理由なく契約を締結しないとき、又は協議が整わなかったときは、その選定

を取り消すとともに、審査委員会において次点となった者と契約内容についての協議等を行った上

で契約を締結するものとする。 



 

１１ 公正な企画提案競技の確保 

次の点に留意すること。 

（１）参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）等に抵

触する行為を行ってはならない。 

（２）参加者は、企画提案にあたっては、競争を制限する目的で他の参加者と参加意思及び提案内容に

ついて、いかなる相談も行ってはならず、独自に企画提案書等を作成しなければならない。 

（３）参加者は、契約候補者の選定前に、他の参加者に対して企画提案書等を意図的に開示してはなら

ない。 

（４）参加者が連合し、又は不穏な行動等をなす場合において、企画提案競技を公正に執行することが

できないと認められるときは、当該参加者を企画提案競技に参加させず、又は企画提案競技の執行

を延期し、若しくは取りやめることがある。 

 

１２ 書類提出及び問合せ先 

〒０１５－０８７１ 秋田県由利本荘市尾崎1７ 

由利本荘市企画振興部地域づくり推進課自治振興班 

電 話：０１８４－２４－６２３５ 

ＦＡＸ：０１８４－２４－６２６８ 

メールアドレス：tiiki@city.yurihonjo.lg.jp 


